
1 
 

子ども・子育て支援新制度検討部会における検討状況について 

 

 ○ 子ども・子育て支援新制度検討部会について                   

 国の策定方針の情報開示の遅れや幼児教育・保育分野に特化した複雑な制度変更があることから、

総合計画に掲載するもののうち、国からの方針が示されている特定の分野（幼児教育・保育分野、放

課後分野）について専門的に協議するため、子どもにやさしいまちづくり推進会議の一部の委員（７

名）によって、子ども・子育て支援新制度検討部会を設置した。 

 ○部会における協議内容 
 ・市町村子ども・子育て支援事業計画 
 ・各認可基準条例・運営に関する基準（運営基準）等の条例 
 ・保育の必要性の認定基準 
 ・利用者負担（保育料） 
 ・施設型保育給付費・地域型保育事業給付費 
 
【部会の開催状況】 

  ・第１回 平成２６年３月 ３日（月） 
  ・第２回 平成２６年４月２１日（月） 
  ・第３回 平成２６年５月１９日（月） 
  ・第４回 平成２６年６月３０日（月） 
 
 

 ○ 第２回、第３回検討部会における検討状況について                   

１．市町村子ども・子育て支援事業計画                      

 ・事業計画では、ニーズ調査結果を参考に、「教育・保育提供区域」ごとに「量の見込み」、「確保

の内容」・「実施時期」を定めることとされている。 
 
 
【参考①：認定区分について】 
子ども・子育て支援法では、保育の必要性を認定した上で給付を行う仕組みとなることが定められ

ており、その際の認定の区分は下記の通りとなっている。 
１号認定 満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の就学前子ども 

２号認定 満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども（保育を必要とする子ども）

３号認定 満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども（保育を必要とする子ども）

 

資料３ 
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【参考②：本市の現状値（平成２５年５月１日現在）】 

 

【参考③：推計人口】 

 
 

（１）３号認定子どもの目標事業量                 

  
《平成３１年度の見込みニーズ割合》 

◆０歳児：６．７％ ◆１・２歳児：３６．８％ 
 
【市全体でのニーズの見込み】 

 

 ※区域別のニーズについては、【別紙１：区域別目標事業量の算出結果】のとおり 

 
【対応方針（案）】 

➢【別紙１：区域別目標事業量の算出結果】のとおり、目標事業量確保の必要がある区域（挙母、

高橋、高岡、猿投、松平）については、確保策を検討していく。  

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

4,125 4,117 4,257 4,148 4,227 4,219 25,093

80 403 523 1,187 1,702 1,687 5,582
53 227 339 420 555 544 2,138

- - - 80 425 445 950
市内 - - 9 1,333 1,296 1,353 3,991
市外 - - - 112 113 95 320

133 630 871 3,132 4,091 4,124 12,981
3.2% 15.3% 20.5% 75.5% 96.8% 97.7% 51.7%

こども園

私立幼稚園

市立保育所
私立保育所
市立幼稚園

就園率
計

学齢別人口

学　　　齢

年齢 H27 H28 H29 H30 H31

０歳 3,726 3,621 3,506 3,402 3,314

１歳 3,887 3,772 3,665 3,549 3,443
２歳 4,026 3,839 3,725 3,620 3,505
３歳 4,050 3,964 3,780 3,668 3,564
４歳 4,050 4,009 3,924 3,741 3,631
５歳 4,019 4,018 3,977 3,893 3,712
計 23,757 23,221 22,577 21,873 21,170

年齢 H27 H28 H29 H30 H31
164 181 197 211 226
4.4% 5.0% 5.5% 6.1% 6.7%

1,952 2,118 2,297 2,464 2,617
24.1% 27.3% 30.5% 33.6% 36.8%

計 2,116 2,299 2,494 2,675 2,842

０歳児

１・２歳児
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（２）１号及び２号認定子どもの目標事業量について         

  
【本市のニーズ割合の算出】 

 
 
 《平成３１年度の見込みニーズ割合》 
 ◆３歳児：８９．１％ ◆４歳児：９６．８％ ◆５歳児：９７．７％ 
 

  
 
【平成２５年度の入所者数と平成３１年度見込みニーズ量の比較】 

 

 
【分析結果と対応方針（案）】 

・３歳児は、就園率が７５．５％から８９．１％まで増加する見込みであるため、平成３１年度には

入所者数がわずかに増加するが、４・５歳児については、現在ほとんどの児童が就園していること

から、就学前児童数の減少とともに、入所者数は減少する。 

・入所者数が増加する見込みの区域もあるが、定員ベースでは受け入れ可能であり、また、私立幼稚

園はバスでの通園が可能であることからも、隣接する他区域での受け入れが可能である。 

➢市全体で３～５歳児の受け入れが可能であると見込まれるため、現行以上の施設整備は実施し

ない。 

 

単位 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

人 12,119 11,990 11,681 11,302 10,907

ニーズ量 人 3,706 3,667 3,572 3,456 3,335

ニーズ割合 ％ 30.6% 30.6% 30.6% 30.6% 30.6%

ニーズ量 人 778 770 750 725 700

ニーズ割合 ％ 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%

ニーズ量 人 4,716 4,666 4,546 4,399 4,245

ニーズ割合 ％ 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9%

ニーズ量 人 2,266 2,242 2,184 2,114 2,040

ニーズ割合 ％ 18.7% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7%

ニーズ量 人 11,466 11,345 11,052 10,694 10,320

ニーズ割合 ％ 94.6% 94.6% 94.6% 94.6% 94.6%

こども園に子どもを預けている
１号認定（教育のみ）

合計

項目

１号認定
（教育のみ）

２号認定
　（保育を必要とする）

推計人口

２号認定
　（保育を必要とするが、幼稚園利用希望）

①Ｈ３１
見込みニーズ量

②Ｈ２５
入所者数

増減
①－②

推計人口

３歳児 3,213 3,146 67 3,606
４歳児 3,580 4,082 △ 502 3,698
５歳児 3,685 4,119 △ 434 3,772

計 10,478 11,347 △ 869 11,076

合計
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２．認可・確認に係る基準条例について                      

 

◆新制度に伴い豊田市で制定が必要となる基準等条例 

施設・事業 

設備・運営 

基準条例 

（認可基準）

運営基準 

条例 

（確認基準） 

設備運営 

基準条例 

教育保育

施設 

認定こども園 
幼保連携型 ○ 

○ 

 

上記以外の３類型   

幼稚園   

保育所 ○※  

地域型保

育事業 

家庭的保育事業 

○ 

 

小規模保育事業  

居宅訪問型保育事業  

事業所内保育事業  

放課後児童健全育成事業   ○ 

※保育所認可基準条例は制定済み 

 

☞認可基準と確認基準について 

・「認可基準」の趣旨：施設・設備が保育の目的に合致しているかの基準 

・「確認基準」の趣旨：財政支援を受けるための運営がされているかの基準 

 

国の府省令に基づき、自治体が条例を制定する。ただし、内容により条例制定範囲が異なる。条

例制定範囲は、以下の２つに分類される。 

従うべき基準 
必ず国の基準に適合しなければならない基準。当該基準に従う範囲内での

み、地域の実情に応じた内容を定めることができる。 

参酌すべき基準 
地域の実情に応じた内容を定めることができる。 
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◎幼保連携型認定こども園の認可基準について 

 

（１）国の基本的な考え方 

○国の基準 

項 目 内 容 

学級編成 ・３歳児以上の園児については、学級を編制するものとする。 
・１学級の園児数は、３５人以下を原則とする。 

職員配置 ・０歳児     ３人につき１人 
・１・２歳児   ６人につき１人 
・３歳児    ２０人につき１人 
・４歳以上児  ３０人につき１人 

職員 ・【必置】園長、各学級ごとに専任の保育教諭１人、調理員 

・【努力規定】副園長又は教頭、養護教諭、事務職員 

園長等の資格 ・原則として、教諭免許状及び保育士資格を有し、かつ、５年以上の教育職又

は児童福祉事業の経験がある者とする。（これと同等の資質を有する者も認

める。） 

・副園長、教頭についても上記の要件を準用する。 

建物 ・幼稚園、保育所それぞれにおいて求められている保育室等はすべて設置する

こと。 

・園舎の面積は、幼稚園基準を満たすこと。 

・各居室（乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室）の面積は、以下の保育所基準

を満たすこと。 

  ０・１歳児：ほふく前 １人当たり 1.65 ㎡以上 

        ほふく後 １人当たり 3.3 ㎡以上 

  ２歳児以上：１人当たり 1.98 ㎡以上 

園庭 ・園舎と同一の敷地内又は隣接地に必置とする。 

・面積は、３歳児以上の幼稚園基準と保育所基準の大きい方及び２歳児の保育

所基準の合計以上とする。 

・屋上の面積算入は原則不可とする。 

給食 ・２号、３号子どもは食事の提供が必要である。１号子どもは園の判断とする。

・原則自園調理とする。３歳児以上は外部搬入も可。 

健康診断 ・保育所と同様、健康診断は少なくとも１年に２回行うこととする。 

 

○豊田市保育所認可基準条例の概要 

職員配置 

  ０歳児  ３人につき１人 

１・２歳児  ５人につき１人 

３歳児 １５人につき１人 

４歳児 ２８人につき１人 

５歳児 ３０人につき１人 

居室面積 

０・１歳児 

 １人当たり 3.3 ㎡以上 

２歳児以上 

 １人当たり 1.98 ㎡以上 
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（２）条例制定にあたっての方向性 

 

☞部会での協議のポイント 

 ・職員配置・居室面積の基準については、保育所と同等に市の独自基準を設定することが考えられ

る。 

・しかし、現行の幼稚園の基準では、１学級３５人以下とされているが、私立幼稚園の大半が２０

人前後のクラスで運営しているのが現状となっている。 

・独自基準の設定により、既存の私立幼稚園から幼保連携型認定こども園への移行の支障にならな

いよう検討することが必要である。 

 

①職員配置 

（ア）４月２１日の「子ども・子育て支援新制度検討部会」における主な意見 

・保育所での現状の１５人で１人というのは、子どもを１人の保育士が手厚くみるということで、

いい制度を作ってもらい感謝している。 

・幼稚園の職員配置の基準でいくと３５人で１人だが、実際、各幼稚園では１クラス２０人前後

が多く、２０人であれば現状に近づく。しかし、１５人で１人となれば、部屋数が足りず、た

くさんの３歳児を受け入れられなくなる。 

・１５人に１人のほうが、保育士が多く必要であり、確保についても大変になってくる。 

・子どもを預ける親としては、１人の先生がみる数は少ないほうがありがたい。 

・私立幼稚園には公立こども園とは違う良さがあり、それで選ばれていると思うので、無理に少

なくしなくてもいいと思う。 

・子どもが大人数のクラスで過ごし、 初は目が行き届かないのではという不安はあったが、い

ろいろな子と接することができて充実した園生活を送れたので、少人数制がいいという人が多

いけど、私は大勢のクラスのほうがいいと思っている。 

・一概に少人数制がいいと思っている保護者ばかりではないと思う。 

 

（イ）方向性 

➢０歳児から２歳児は保育の質を維持する考えから、市の保育所基準に合わせてはどうか。 

➢３歳児から５歳児については保育の質を維持する考えから、原則として市の保育所基準に合わ

せてはどうか。 

➢その上で、既存施設からの移行については検討部会での意見を踏まえ、当面の間経過措置を設

けてはどうか。 

 

②ほふく前の０・１歳児の居室面積 

➢保育の質を維持する考えから、市の保育所基準に合わせ 3.3 ㎡としてはどうか。 

○独自基準を設定する項目 

項目 国の基準 方向性 

職員配置 ・１・２歳児  ６人につき１人

・３歳児   ２０人につき１人

・４歳児以上 ３０人につき１人

・１・２歳児  ５人につき１人 
・３歳児   １５人につき１人 
・４歳児   ２８人につき１人 
・５歳児   ３０人につき１人 
※３・４歳児については経過措置を設ける 

保育室の面積 ・ほふく前の０・１歳児 

１人につき 1.65 ㎡ 

・ほふく前の０・１歳児 

１人につき 3.3 ㎡ 
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◎地域型保育事業の認可基準について 

（１）地域型保育事業の概要 

子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下

の保育を市町村による認可事業（地域保育型事業）として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型

保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとすることにしている。 

○小規模保育（利用定員６人以上１９人以下） 

・Ａ型：保育所分園に近い類型 

・Ｂ型：Ａ型とＣ型の中間の類型 

・Ｃ型：家庭的保育（グループ型小規模保育）に近い類型 

○家庭的保育（利用定員５人以下） 

○居宅訪問型保育 

○事業所内保育（主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保

育を提供） 

 

 
 

（２）国の基準 

事業 小規模保育 家庭的保育 居宅訪問型保育 事業所内保育 

Ａ型 Ｂ型 Ｃ型 

職員数 0 歳児   3：1 

1・2 歳児 6：1 

＋1 名 

0～2 歳児

3：1 

 

0～2 歳児 

3：1 

 

0～2 歳児 1：1 定員 20 名以上 

保育所と同様 

定員 19 名以下 

小規模保育（Ａ型、Ｂ

型）と同様 

保育従事者 保育士 保育士

1/2 以上 

家庭的保育者 家庭的保育者 同上 

設備 0・1 歳児 

乳児室又はほふく室 

保育を行う

専用居室 

基準なし 0・1 歳児 

乳児室又はほふく

室 
同一敷地内に

遊戯等に適当

な広さの庭 

※付近の代替

地可 

2 歳児 

保育室 

2 歳児 

保育室 

屋外遊戯場 

※付近の代替地可 

屋外遊戯場 

※付近の代替地可 
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事業 小規模保育 家庭的保育 居宅訪問型保育 事業所内保育 

Ａ型 Ｂ型 Ｃ型 

部屋の面積 0・1 歳児 

1 人 3.3 ㎡ 

1 人 3.3 ㎡ 1 人 3.3 ㎡ 

（部屋自体は

9.9 ㎡が必要）

基準なし 定員 20 名以上 

保育所と同様 

2 歳児 

1 人 1.98 ㎡ 

定員 19 名以下 

小規模保育（Ａ型、Ｂ

型）と同様 

屋外遊戯場

の面積 

2 歳児に対し 1人当たり 3.3 ㎡ 2歳児に対し

1人当たり

3.3 ㎡ 

基準なし 2歳児に対し1人当

たり 3.3 ㎡ 

給食 自園調理※1 自園調理※1 基準なし 自園調理※1 

給食設備 調理設備 調理設備 基準なし 定員 20 名以上 

調理室 

定員 19 名以下 

調理設備 

調理職員 調理員 調理員 基準なし 調理員 

連携施設 連携施設の設定が必要 連携施設の

設定が必要 

連携施設の設定

は一律には求め

ない 

連携施設の 

設定が必要 

※１：社会福祉施設、病院を含む連携施設等からの搬入可。現在自園調理を行っていない事業か

ら移行する場合は、平成３１年度末までの間に体制を整える前提で、経過措置あり。 

 

 

（３）条例制定にあたっての方向性 

①協議のポイント 

・職員数について、小規模保育Ａ型・Ｂ型及び事業所内保育の１・２歳児の職員数は、国省令

では６：１とされているが、市の保育所基準に合わせて５：１とするか。 

 

②方向性 

・現在、豊田市認証保育所では１・２歳児職員数の運用を６：１としていること、当該施設へ

の移行を推進することを踏まえ、国の基準をもって市の基準としてはどうか。 
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◎運営に関する基準（確認基準）について 

（１）確認制度の概要 

給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施設、地域型保育事業所に対して、各施

設・事業の類型に従い、認定区分ごとの利用定員を定めた上で給付施設の対象となることを確認する。 

 

（２）国の基準 

分 類 内 容 

利用開始に伴う基準 ・内容・手続きの説明、同意、契約 

・応諾義務（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

・定員を上回る利用の申込みがあった場合の選考 

・支給認定証の確認、支給認定申請の援助 

教育・保育の提供に伴う基準 ・幼稚園教育要領、保育所保育指針等に則った教育・保育の提供

・子どもの心身の状況の把握 

・子どもの適切な処遇（虐待の禁止等を含む） 

・連携施設との連携（地域型保育事業のみ） 

・利用者負担の徴収（実費徴収、上乗せ徴収を含む） 

・利用者に関する市町村への通知（不正受給の防止） 

・特別利用保育・特別利用教育の提供（定員外利用の取扱い） 

管理・運営等に関する基準 ・施設の目的・運営方針、職員の職種、員数等の重要事項を定め

た運営規程の策定、掲示 

・秘密保持、個人情報保護 

・非常災害対策、衛生管理 

・事故防止及び事故発生時の対応 

・評価（自己評価、学校関係者評価、第三者評価） 

・苦情処理 

・会計処理（会計処理基準、区分経理、使途制限等） 

・記録の整備 

撤退時の基準 ・確認の辞退・定員減少における対応（利用者の継続利用のため

の便宜提供等） 

 

（３）条例制定にあたっての方向性 

➢条例の制定にあたっては、市の実情に国の基準を上回る内容又は異なる内容を定めるほどの特段

の事情や地域性は認められないため、国の基準をもって市の基準としてはどうか。 
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◎放課後児童健全育成事業に関する基準について 

（１）制度の概要 

昨年８月の児童福祉法一部改正により、放課後児童クラブの設備及び運営に関する基準について、

国が定める基準を踏まえ、市町村が条例で定めることとされた。 

 

（２）国の基準 

分 類 内 容 

職員 ・保育士、社会福祉士、幼稚園教諭ほかの資格を有するか、

２年以上の経験者であり、都道府県知事が行う研修を修了

した者（経過措置あり） 

・職員は２人以上配置することとし、うち１人以上は有資格

者とする 

児童の数 ・児童の集団の規模は４０名以下 

面積 ・児童１人当たり 1.65 ㎡以上とする 

開所日数・時間 ・【日数】１年につき２５０日以上を原則とする 

・【時間】平日：１日３時間以上 

休日：１日８時間以上 

 

（３）条例制定にあたっての方向性 

➢条例の制定にあたっては、市の実情に国の基準を上回る内容又は異なる内容を定めるほどの特段の

事情や地域性は認められないため、国の基準をもって市の基準としてはどうか。 

 

 

 

 

 ➢各種認可・確認に係る基準条例については、６月３０日（月）開催の子ども・子育て支援新

制度検討部会の議論において、結論を出す予定。 

 

 


